
令和 8年度（6月分～翌年 5月分）
宗像市　市民税・県民税・森林環境税 特別徴収関係書類綴り

福岡県

〒811‐3492　福岡県宗像市東郷一丁目 1番 1号　TEL 0940‐36‐7350（直通）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX 0940‐36‐2831

宗像市役所　税務課 市民税係

〇１年間（翌年 5月まで）使用する書類を含んでいます。
　次年度総括表及び普通徴収申請書は年末に改めて送付はいたしません。紛失しないように保管してください。

〇特別徴収についての問い合わせや提出書類には、 特別徴収税額の決定・変更通知書等に記載された「指定番号」
　を申出、 または記入してください。

〇納入書のご案内は 17 ページです。
　給与分の納入額が変更になる場合や退職所得分をあわせて納入する場合は、18 ページをご覧ください。

〇期限後（令和 8 年 3 月 1 7日以降）に所得税及び市県民税申告をされた内容は、 6 月分からの課税に反映が間に合わ
　ない場合があります。 この場合、 7 月分以降からの課税・税額変更等の処理をおこない、対象の方の特別徴収税額の
　決定（変更）通知書をお送りします。 

〇インターネットから各種様式のダウンロードができます。
　市ホームページ（https://www.city.munakata.lg.jp/） 　 ▲

 申請書ダウンロード 

▲

 税金 

▲

 個人の住民税（市・県民税）［詳細をみる］



特別徴収義務者　様

令和８年度市民税・県民税・森林環境税の特別徴収について

　市民税・県民税・森林環境税の特別徴収につきましては、平素より格別のご協力を賜り厚くお礼申し
上げます。
　さて、本年度、貴事業所を市民税・県民税・森林環境税の特別徴収義務者として指定しましたので、
同封の「令和８年度市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書」に基づき、
特別徴収事務をよろしくお取り扱いいただきますようお願いいたします。

福 岡 県 宗 像 市 長

普通徴収申請書
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特別徴収の概要について

郵便局等の指定通知書
異動届出書について
異動届出書（記入例）
異動届出書（様式）
普通徴収から特別徴収への
切替届出書
名称、 所在地等変更届出書
納入書のご案内

納入書記入例

特別徴収制度、徴収方法、納入場所（指定金融機関）等の説明を記載しています。
必ず初めにお読みください

九州（沖縄県を除く）以外の郵便局等を利用する場合に使用してください

給与所得者が「転勤」「退職」等により、特別徴収ができなくなった場合に必
ず提出が必要です（非課税のため特別徴収していない方についても提出して
ください）

特別徴収を開始する場合にすみやかに提出してください

名称・所在地・電話番号等に変更があった場合に提出してください
納入書を使用する前に必ずお読みください

納入額が変更になった場合は記入例を参考に書きかえて使用してください。 
また、記入誤りや破損の場合には記入例を参考に予備の納付書を使用してく
ださい
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特別徴収の概要について
１.特別徴収制度について
　特別徴収とは、給与支払者（特別徴収義務者）が給与所得者（納税義務者）の市民税と県民税（個人住民税）及び森林環境税（国税）を、所得税
の源泉徴収と同様に、その給与所得者に支払う給与または退職手当等から徴収し、その徴収した税額を関係市町村長に納入する制度です。
※森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、令和 6年度から、個人住民税均等割と併せて年額で 1,000 円が徴収されます。

２. 月割額の徴収方法
　「市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書（特別徴収義務者用）」に各納税義務者の月ごとの納付額を算出していますので、各自の
月ごとの納付額を 6月から翌年の5月まで毎月各納税義務者に支払われる給与から徴収してください。

（前年中の所得に対して、その翌年に課税されます。） （他の所得とは分離して、その受給時に課税されます。）

イ）「市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の通知書（特別徴
　　収義務者用）」により月々の給与から差し引きして納入するもの。

ロ）退職所得があった場合に、所得税とともにその退職手当等から差し
　　引きして納入するもの。

①給与支払報告書（1月 31 日まで） ①退職所得申告書
　の提出

②退職手当等の支払
　の際に税額を徴収

③特別徴収票の交付

③特別徴収税額の通知（5月 31 日まで） ④税額の納入
　（徴収した月
　　の翌月10日まで）⑤税額の納入（翌月 10 日まで）

④給与の支払の際に税額を徴収　　
給与所得者
（納税義務者） ※期限が、民法第 142 条に規定する休日（祝日、日曜日、全国的な規模の休日）及び土曜日に該当するときは、その翌日等を期限とみなします。

※　特別徴収義務者として指定を受け、特別徴収税額の通知を受けた給与支払者は、給与所得者（納税義務者）の特別徴収税額を徴収し、かつ、納入する義務を法律上課されます。
　したがって、特別徴収義務者としての指定は、任意に取消し、又は拒否することはできないものであり、また、この徴収して納入すべき特別徴収税額にかかる納入金を納入しなかった
　場合には、税法の規定により、督促及び滞納処分を受けることになります。
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退
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②
税
額
の
計
算

３. 特別徴収税額の変更通知書を受けた場合の徴収方法
　市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額を通知した後に税額を変更する必要が生じた場合には、別途「市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の
変更通知書」を送付しますので、変更通知書に記載されている納付額によって徴収し、納入してください。（納入書の記入については17、18ページ参照）
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４. 給与所得者（納税義務者）の異動について
　給与所得者が転勤、退職、無給休職、無給の長期欠勤、死亡などの理由によって給与の支払いを受けなくなったときは、給与の支払いがあった月
までの月割額を徴収して納入し、異動届出書をその異動があった日の翌月の10日までに必ず提出してください。（7ページ参照）

５. 月割額の納入及び納入期限

《納入場所（指定収納機関）》

　徴収された月割額は、納入書によって下記の納入場所（指定収納機関）に、徴収すべき月の翌月の 10 日まで（ただし、10 日が日曜日・祝日及び
土曜日の場合はその翌日等まで、例えば、9月の給与から徴収された月割額は 10 月 13 日まで。）に納入してください。
　納入書は、特別徴収義務者の名称、所在地、指定番号、年月分等の所要事項を確認のうえ、月ごとに納入金額（各納税義務者の月割額の合計）を
印字しています。税額を変更する場合には、納入書の金額を変更してください（18 ページ参照）。また、年税額が少額等の理由により、一括納入の
希望があれば、第１回目に 12 か月分の納入書をご使用のうえ、全額納入することもできます。
　なお、納期の特例の承認を受けている場合は、6 月～11 月分は 11 月分の納付書を使用し、12 月～翌年 5 月分は翌年 5 月分の納入書を使用し、
正しい金額に訂正のうえ納入してください。（18 ページ参照）
　また、eLTAXを利用して納付いただくことができます。詳しくは、下記、ホームページにてご確認ください。

※福岡銀行派出所宗像市役所窓口の営業時間
　は 9：00～12：30、13：30～16：00 です。
（土・日・祝日など市役所の閉庁日は除く）

宗 像 農 業 協 同 組 合
み ず ほ 銀 行
福 岡 銀 行
西 日 本 シ テ ィ 銀 行

※九州（沖縄県を除く）以外の郵便局等を利用する場合は、当市の金融機関として指定しなければなりませんので、5ページの指定通知書に
　利用する郵便局等の名称をご記入のうえ、最初に納入する際にその郵便局等へ提出してください。

地方税の電子総合窓口 自宅やオフィスから、インターネットを通じて
簡単に地方税が納付できるシステムです。
さらに詳しい情報を、ホームページで確認できます。
eLTAX ホームページ→　https://www.eltax.lta.go.jp/

ポータルシステム

eLTAX　共通納税とは

eLTAX
エルタックス

遠 賀 信 用 金 庫
福 岡 県 信 用 組 合
九州信用漁業協同組合連合会（宗像本所代理店、
神湊代理店、大島代理店（11月まで）に限る）

福 岡 中 央 銀 行
北 九 州 銀 行
郵便局・ゆうちょ銀行
九 州 労 働 金 庫
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　また、eLTAXを利用して納付いただくことができます。詳しくは、下記、ホームページにてご確認ください。

※福岡銀行派出所宗像市役所窓口の営業時間
　は 9：00～12：30、13：30～16：00 です。
（土・日・祝日など市役所の閉庁日は除く）

宗 像 農 業 協 同 組 合
み ず ほ 銀 行
福 岡 銀 行
西 日 本 シ テ ィ 銀 行

※九州（沖縄県を除く）以外の郵便局等を利用する場合は、当市の金融機関として指定しなければなりませんので、5ページの指定通知書に
　利用する郵便局等の名称をご記入のうえ、最初に納入する際にその郵便局等へ提出してください。

地方税の電子総合窓口 自宅やオフィスから、インターネットを通じて
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ポータルシステム

eLTAX　共通納税とは

eLTAX
エルタックス

遠 賀 信 用 金 庫
福 岡 県 信 用 組 合
九州信用漁業協同組合連合会（宗像本所代理店、
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令和　　　年　　　月　　　日

郵 　 便 　 局 　 長　様
ゆうちょ銀行支店長　様

福岡県宗像市長

指　定　通　知　書
　貴局（店）を地方税法第３２１条の５第４項により、当市の

市 民 税 ・ 県 民 税 ・ 森 林 環 境 税 （ 特 別 徴 収 税 額 ） の 取 扱 局 （ 店 ）

に 指 定 しましたので通知します。

記

１．承　認　番　号　 福 振　第195号

１．口　座　番　号　 01760-7-960008

１．加入者の名称　 宗像市

１．取りまとめ局　 福岡貯金事務センター

九
州（
沖
縄
県
を
除
く
）以
外
の
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給与所得者が転勤、退職等により異動した場合はすみやかに提出してください。
　給与所得者が転勤、退職、無給休職、無給の長期欠勤、死亡などの理由によって給与の支払いを受けなくなったときは、給与
の支払いがあった月までの月割額を徴収して納入し、異動届出書をその異動があった日の翌月の10日までに必ず提出してください。
　異動届出書の提出が遅れた場合、退職者等の残税額は普通徴収※の残りの納期で均等割して徴収するため、個人が１回に納付
する税額が多くなることがありますので、ご注意ください。
　※普通徴収…個人に直接納税通知書を送付して徴収する方法で、納期は、１期 6 月末・2 期 8 月末・3 期1 0月末・4 期翌年１
　　月末の 4回です。

　転勤・転職先で特別徴収を継続する場合を除き、退職等の事由により特別徴収できなくなった残税額は、通常、普通徴収により
徴収することになりますが、次の場合には特別徴収義務者がその残税額を一括徴収しなければなりません。
　イ） 6月 1日から12月3 1日までの間に、退職等により給与の支払いを受けないこととなった場合で、最後に支払われる給与ま
　　　たは退職手当等の合計額が残税額を超え、かつ、納税義務者から 一括徴収してほしい旨の申出があったとき。

　ロ）翌年の1月1日から4月30日までの間に、退職等により給与の支払いを受けないこととなった場合で、最後に支払わ
　　　れる給与または退職手当等の合計額が残税額を超えるとき。（この場合、本人の申出の有無にかかわらず、一括徴収しなけ
　　　ればなりません。）

イ）の退職時期が12月31日までの方についても、給与または退職手当等の合計額が残税額を超える場合には、
　① 改めて納税資金の準備をしなくて済む。
　② 個人で納付しなくて済む。
　③ 特に、10月以降に退職した方は、普通徴収の残りの納期が 1回（ 1月末）しかないため、一括徴収するの
　　 と同じ結果になる。
など、納税者にとって、様々な利点があることをご説明いただき、退職時には残税額の一括徴収の取扱いをして
いただきますよう格別のご配慮をお願いいたします。

（お願い）
　〇 異動届出書は２部綴っています。不足する場合は、コピーまたは、宗像市ホームページからダウンロードして使用してください。
　〇 退職等による異動で、残税額の徴収を普通徴収に切り替える場合は、本人にその旨を必ず伝えてください。
　〇 非課税のため市民税・県民税・森林環境税を給与等から天引きしていない方についても提出してください。

できるだけ一括徴収を（お願い）

《退職者等にかかる一括徴収制度》

異動届出書について
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12 31

※宗像市ホームページ(https://www.city.munakata.lg.jp/)からダウンロードできます。（A‐2）

31

( )

12 31

（注意）

９8

123

7 6 5 4 3 2 1 0 9 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

宗像市日の里1丁目2－3

0940-36-7350

18,000

同 上

宗 像 株 式 会 社

宗像市東郷一丁目1番 1号
ムナカタカブシキガイシャ

811-3492

54,000

●④ ●⑤

36,000

6

1

⑤
18,000

2 1 2
5

●⑦

●⑨

●⑪

●⑫ ●⑬

●⑩

2　13

2 2 3 10

人事課
宗像　太郎

●③

●⑭

S45 10 15

《異動届出書記入例》

✓

給与等の最終支払い月が２月で、２月分（３月10日納期
限分）で一括徴収する場合（ ）

①の欄　「特別徴収税額の通知書」の指定番号を
記入してください。

②の欄　婚姻等により姓を変更した場合は、新旧
それぞれ記入してください。

③の欄　 1月1日現在の住所を記入してください。
　　　　その後住所の変更があった場合は、異動
　　　　後の住所も正確に記入してください。
④の欄　「特別徴収税額の通知書」の特別徴収税額

を記入してください。なお、年度途中に
　　　　「変更通知書」を受けた方については、変

更後の特別徴収税額を記入してください。
⑤の欄　異動した人の月割額を「当初月分から何

月分まで徴収したか」と、「その期間の
徴収済額」を記入してください。一括徴
収の場合は、市への納入済額を記入して
ください。

⑥の欄　異動の事由が発生した（する）日付を
　　　　ご記入ください。

１．転勤・転職先で特別徴収継続
２．残税額を一括して徴収し納入
３．上記以外で残税額を普通徴収へ

⑦の欄　該当する徴収方法の数字を記入してください。

⑧の欄　転勤・転職先で特別徴収を継続する場合、
新しい勤務先に月割額と徴収開始月を連
絡し、記入してください。

⑨の欄　新しい勤務先にすでに当市が指定した番号
がある場合、記入してください。

新しい勤務先の所在地・名称を記入してください。⑩の欄　
異動した人の新しい勤務先での受給者番号を記入
してください。

⑪の欄　

⑫の欄※　　一括徴収する理由で該当する数字を記入してくだ
さい。

一括徴収した税額を何月分（何月何日納入期限分）
で 納入するかを記入してください。

⑬の欄　

一括徴収しない（できない）理由で該当する数字
を記入してください。

※⑫、⑭の詳細については、前頁のイ）、ロ）を参照

⑭の欄※　

上記⑤の「何月分まで」及び「徴収
済額」に誤記があった場合、個人に対
し残税額を普通徴収した後に、追徴
あるいは還付しなければならないこ
とになりますので、十分にご注意く
ださい。

●①
000600000

東郷 次郎
トウゴウ　ジロウ●②

31

R●

● 2 1

1

●⑥

●⑧
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１．異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

異動後に出国する給与所得者が、一括徴収によらず普通徴収になる場合は、事前にご連絡ください。

※宗像市ホームページ(https://www.city.munakata.lg.jp/)からダウンロードできます。（A‐2）

２．令和　年５月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３．死亡による退職であるため

給 与 支 払 報 告
特 別 徴 収 年 度 １．現年度　　２．新年度　　３．両年度

給
与
支
払
者

義
務
者

特
別
徴
収

所　在　地
〒

特別徴収義務者
指　定　番　号

（あて先）

宗像市長 フリガナ

連
　

絡
　

先

担
　

当
　

者

所 属

氏名又は名称 氏 名
令和　　年　　月　　日提出 

電 話
内線（　　 　　）

個人番号
市記入欄 又は法人番号

 ←個人番号の記載に当たっては、
　 左端を空欄とし右詰めで記載

給
　
与
　
所
　
得
　
者

フリガナ

異　動　の　事　由

氏　名 （ア） （イ） （ウ）

受給者番号 月から

月まで

月から

月まで

異 動 後 の 未 徴 収
異  　動
年 月 日生年月日 年 　 　　月 　 　　日　 特別徴収税額

（年税額）
徴収済額 未徴収税額

（ア）－（イ）
税 額 の 徴 収 方 法

個人番号

年

月

( 本 人 納 付 )

１．特別徴収継続の場合

新しい勤務先へは、月割額　　　　　　　円を

　　　月分（□月□日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

特
別
徴
収
義
務
者

新
し
い
勤
務
先

特別徴収義務者
指　定　番　号

新規 法 人 番 号

異動後の
住 所

日円 円 円

１．
２．
３．
４．
５．
６．
７．

退 職
転 勤
休 職 ・ 長 欠
死 亡
支払少額・不定期
合 併 ・ 解 散
そ の 他

１．

２．

３．

特別徴収継続

一 括 徴 収

普 通 徴 収

１月１日
現在の住所

所　在　地

〒
担

当

者

連

絡

先

所
　

属

氏
　

名
フリガナ

受給者番号
氏名又は名称 電

　

話 内線（　　 　　）

２．一括徴収の場合
左記の一括徴収した税額は、

      月分（□月□日納入期限分）の

納入書で納入します。

理
　
由

１．異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出があったため

２．異動が令和　年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

徴収予定月日
徴収予定額

（上記（ウ）と同額）

月 日 円

３．普通徴収の場合 ※
市
町
村
記
入
欄

理
　
由

に係る給与所得者異動届出書

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

事由・理由

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

□
□
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※宗像市ホームページ(https://www.city.munakata.lg.jp/)からダウンロードできます。（A‐2）
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それぞれ記入してください。
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　　　　その後住所の変更があった場合は、異動
　　　　後の住所も正確に記入してください。
④の欄　「特別徴収税額の通知書」の特別徴収税額

を記入してください。なお、年度途中に
　　　　「変更通知書」を受けた方については、変

更後の特別徴収税額を記入してください。
⑤の欄　異動した人の月割額を「当初月分から何

月分まで徴収したか」と、「その期間の
徴収済額」を記入してください。一括徴
収の場合は、市への納入済額を記入して
ください。

⑥の欄　異動の事由が発生した（する）日付を
　　　　ご記入ください。

１．転勤・転職先で特別徴収継続
２．残税額を一括して徴収し納入
３．上記以外で残税額を普通徴収へ

⑦の欄　該当する徴収方法の数字を記入してください。

⑧の欄　転勤・転職先で特別徴収を継続する場合、
新しい勤務先に月割額と徴収開始月を連
絡し、記入してください。

⑨の欄　新しい勤務先にすでに当市が指定した番号
がある場合、記入してください。

新しい勤務先の所在地・名称を記入してください。⑩の欄　
異動した人の新しい勤務先での受給者番号を記入
してください。

⑪の欄　

⑫の欄※　　一括徴収する理由で該当する数字を記入してくだ
さい。

一括徴収した税額を何月分（何月何日納入期限分）
で 納入するかを記入してください。

⑬の欄　

一括徴収しない（できない）理由で該当する数字
を記入してください。

※⑫、⑭の詳細については、前頁のイ）、ロ）を参照

⑭の欄※　

上記⑤の「何月分まで」及び「徴収
済額」に誤記があった場合、個人に対
し残税額を普通徴収した後に、追徴
あるいは還付しなければならないこ
とになりますので、十分にご注意く
ださい。

●①
000600000

東郷 次郎
トウゴウ　ジロウ●②

31

R●

● 2 1

1

●⑥

●⑧
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令和　　年度　市民税・県民税・森林環境税
普通徴収から特別徴収への切替届出書
●給与所得者から普通徴収分を特別徴収へ切り替えてほしい旨の申出があった場合は、すみやかに提出してください。

（あて先）

宗 像 市 長

令和　　年　　 月　　 日提出
市記入欄

名　称

所在地
〒 －

特別徴収義務者
指定番号（新規・継続）

担当者

連絡先

所　属

氏　名

電　話

↑※必ずご記入願います

）3－A（。すまきでドーロンウダらか）/pj.gl.atakanum.ytic.www//:sptth（ジーペムーホ市像宗※

上記の者の令和 年度　普通徴収の

第 期分以降について

月分　（　　　月 日納期限分）

から特別徴収の開始を希望します。

※普通徴収の納期限が過ぎたもの及び過年度分は
　特別徴収に切り替えることができません。

※　納税義務者用通知の受取方法を「電子」としている場合は、必ず記入してください。

※　届出日と特別徴収の開始月が同じ場
　合等、給与支払事務の締日等により、
　取り急ぎ変更後の税額（月割額）の連絡
　が必要な場合は備考欄にその旨記載し
　てください。

【市処理欄】 現　年　度 新　年　度

※ 他の従業員の方について当市で特別徴収を
されている場合、指定番号をご記入ください。

氏　　名

個人番号
給　　与　　所　　得　　者

フリガナ

フリガナ

個人番号又は法人番号

生　年　月　日

１月1日
現　在

異動後
（現住所）

大・昭
平・令
西  暦

・ ・

異 動 年 月 日

納税通知書番号

受 給 者 番 号

令和　　　　年　　　　月　　　　日

１．異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

異動後に出国する給与所得者が、一括徴収によらず普通徴収になる場合は、事前にご連絡ください。

※宗像市ホームページ(https://www.city.munakata.lg.jp/)からダウンロードできます。（A‐2）

２．令和　年５月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３．死亡による退職であるため

給 与 支 払 報 告
特 別 徴 収 年 度 １．現年度　　２．新年度　　３．両年度

給
与
支
払
者

義
務
者

特
別
徴
収

所　在　地
〒

特別徴収義務者
指　定　番　号

（あて先）

宗像市長 フリガナ

連
　

絡
　

先

担
　

当
　

者

所 属

氏名又は名称 氏 名
令和　　年　　月　　日提出 

電 話
内線（　　 　　）

個人番号
市記入欄 又は法人番号

 ←個人番号の記載に当たっては、
　 左端を空欄とし右詰めで記載

給
　
与
　
所
　
得
　
者

フリガナ

異　動　の　事　由

氏　名 （ア） （イ） （ウ）

受給者番号 月から

月まで

月から

月まで

異 動 後 の 未 徴 収
異  　動
年 月 日生年月日 年 　 　　月 　 　　日　 特別徴収税額

（年税額）
徴収済額 未徴収税額

（ア）－（イ）
税 額 の 徴 収 方 法

個人番号

年

月

( 本 人 納 付 )

１．特別徴収継続の場合

新しい勤務先へは、月割額　　　　　　　円を

　　　月分（□月□日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

特
別
徴
収
義
務
者

新
し
い
勤
務
先

特別徴収義務者
指　定　番　号

新規 法 人 番 号

異動後の
住 所

日円 円 円

１．
２．
３．
４．
５．
６．
７．

退 職
転 勤
休 職 ・ 長 欠
死 亡
支払少額・不定期
合 併 ・ 解 散
そ の 他

１．

２．

３．

特別徴収継続

一 括 徴 収

普 通 徴 収

１月１日
現在の住所

所　在　地

〒
担

当

者

連

絡

先

所
　

属

氏
　

名
フリガナ

受給者番号
氏名又は名称 電

　

話 内線（　　 　　）

２．一括徴収の場合
左記の一括徴収した税額は、

      月分（□月□日納入期限分）の

納入書で納入します。

理
　
由

１．異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出があったため

２．異動が令和　年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

徴収予定月日
徴収予定額

（上記（ウ）と同額）

月 日 円

３．普通徴収の場合 ※
市
町
村
記
入
欄

理
　
由

に係る給与所得者異動届出書

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

事由・理由

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

□
□
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特別徴収にかかる特別徴収義務者
（ 名称、所在地等）変更届出書

◎ 変更があった場合には、すみやかに提出してください。

納入書について

この変更届出後に改めて納入

書はお送りいたしませんので

変更前の納入書を書きかえて

ご使用ください。

（あて先）

所在地

名　称

個人番号又は法人番号令和　 年　 月　 日提出

宗 像 市 長

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

給

与

支

払

者

応
答
さ
れ
る
方

こ
の
届
出
書
に

〒 －

〒 － 〒 －

〒 － 〒 －

所属

氏名

（ ）　 － 　

特別徴収義務者

指　定　番　号

項　　目 変 更 前 変 更 後

名　　称

所 在 地

送 付 先

電話番号

備　　考

フリ ガ ナ

フリガナ

変更年月日 令和 年 月 日

※変更がある項目のみご記入ください。
※名称につきましては、誤読を避けるため、必ずフリガナを付けてください。
※宗像市ホームページ（https://www.city.munakata.lg.jp/）からダウンロードできます。（A－4）

キ

リ

ト

リ

（ ）　 －

電話 （ ）　 －

メールアドレス ＠ ＠

１．異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

異動後に出国する給与所得者が、一括徴収によらず普通徴収になる場合は、事前にご連絡ください。

※宗像市ホームページ(https://www.city.munakata.lg.jp/)からダウンロードできます。（A‐2）

２．令和　年５月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３．死亡による退職であるため

給 与 支 払 報 告
特 別 徴 収 年 度 １．現年度　　２．新年度　　３．両年度

給
与
支
払
者

義
務
者

特
別
徴
収

所　在　地
〒

特別徴収義務者
指　定　番　号

（あて先）

宗像市長 フリガナ

連
　

絡
　

先

担
　

当
　

者

所 属

氏名又は名称 氏 名
令和　　年　　月　　日提出 

電 話
内線（　　 　　）

個人番号
市記入欄 又は法人番号

 ←個人番号の記載に当たっては、
　 左端を空欄とし右詰めで記載

給
　
与
　
所
　
得
　
者

フリガナ

異　動　の　事　由

氏　名 （ア） （イ） （ウ）

受給者番号 月から

月まで

月から

月まで

異 動 後 の 未 徴 収
異  　動
年 月 日生年月日 年 　 　　月 　 　　日　 特別徴収税額

（年税額）
徴収済額 未徴収税額

（ア）－（イ）
税 額 の 徴 収 方 法

個人番号

年

月

( 本 人 納 付 )

１．特別徴収継続の場合

新しい勤務先へは、月割額　　　　　　　円を

　　　月分（□月□日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

特
別
徴
収
義
務
者

新
し
い
勤
務
先

特別徴収義務者
指　定　番　号

新規 法 人 番 号

異動後の
住 所

日円 円 円

１．
２．
３．
４．
５．
６．
７．

退 職
転 勤
休 職 ・ 長 欠
死 亡
支払少額・不定期
合 併 ・ 解 散
そ の 他

１．

２．

３．

特別徴収継続

一 括 徴 収

普 通 徴 収

１月１日
現在の住所

所　在　地

〒
担

当

者

連

絡

先

所
　

属

氏
　

名
フリガナ

受給者番号
氏名又は名称 電

　

話 内線（　　 　　）

２．一括徴収の場合
左記の一括徴収した税額は、

      月分（□月□日納入期限分）の

納入書で納入します。

理
　
由

１．異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出があったため

２．異動が令和　年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

徴収予定月日
徴収予定額

（上記（ウ）と同額）

月 日 円

３．普通徴収の場合 ※
市
町
村
記
入
欄

理
　
由

に係る給与所得者異動届出書

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

事由・理由

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

□
□
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《延滞金について》

し
ます。

　

《滞納処分について》

　

金額に変更がない場合は、何も記入せずそのまま使用してください。
金額に変更がある場合や退職所得分がある場合は、18 ページの記入例を参考に使用してください。
また、eLTAXを利用して納付いただくことができます。詳細は、eLTAXホームページにてご確認ください。（4ページ参照）

9 月分 10月13日（火）

　翌年 1 月 1 日から翌年 4 月 30 日までに退職された方
の残税額については、本人の申出の有無にかかわらず、
一括徴収しなければならないことになっています。
（7ページ参照）

　納入書は、令和 8 年度分として、特別徴収を開始する月分から翌年
の 5 月分までの分と予備の 2 枚を同封しています。
　特別徴収税額を変更したときは、「市民税・県民税・森林環境税特
別徴収税額の決定・変更通知書」を送付しますので、変更後の納付額
で納入してください。変更後の納入書は送付しませんので、お手元の
納入書の金額を書きかえて使用してください。（裏面 18 ページ参照）

　納入の際は、納入書に記載されている月ごとの順に各納期限までに
納入してください。（例えば、7 月分の納付を、誤って 8 月分の納入書で
納入した場合、7 月分が未納となるため、後日、督促状が発送されてし
まいます。ご注意ください。）

《一括徴収について》

納入書のご案内

− 17−



●記入例（退職所得分をあわせて納入する場合） （裏面）

●記入例（給与分の納入額が変更になる場合）

注意点

※異なる月の納付額をまとめて納入する場合
　は、一枚の納入書を使用するのではなく、
　それぞれの月の納入書を使用してください。
（例）７月の納付額の全部あるいは一部を徴
　収せず、８月分の給与から徴収した場合は、
　７月分として納入してください。

※予備の納入書を使用する場合は、①納入金額
　および②納入金額に金額と年月分を記入して
　ください。

1８0 0 0

1８0 0 0

横線で抹消し
2 0 0 0 0

《　　　　　 》退職所得にかかる
市県民税の納入申告書

※退職に伴う一括徴収分は「給与分」
　欄に含めて記入します。
　退職所得分とは異なります。

※￥マークは記入しないでください。

※算出方法は納入書の裏面に記載して
　います。

※￥マークは記入しないでください。

変更後の金額を記入してください。

令和●●年■月10日

●●▲▲

1 7 0 0 0 0

2 0 0 0 0

1 5 0 0 0 0

2 0 0 0 0

令和●●年■月10日

●●▲▲
●●  ▲　×

●●   ▲

●●●●●●●●

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

1

16,000,000

100,000

50,000

●●株式会社
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